
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１ はじめに （P1） 
 
(1) 展開方針の役割 
・参画協働条例により策定した「地域づくり活動支援指針」「県行政参画・協働推進計画」

に基づき、平成19年度の参画と協働に関する具体的な施策を体系的に明らかにするため、

策定・発表しています。 

・この展開方針に記載する参画と協働関連施策について、県民に実施状況を明らかにするた

め、同条例に基づき、翌年度に年次報告を作成・発表します。 
 
(2) 展開方針の構成 

構   成 主 な 内 容 

１ はじめに（P1） 
 

(１)｢展開方針｣の役割 

(２)｢展開方針｣の構成 

２ 重点施策（P2） ・平成19年度に重点的に取り組む施策（重点施策）の概要 

３ 「地域づくり活動支援指

針」に関する施策（P5） 
・地域づくり活動を支援するための主な施策を「地域づくり活動

支援指針」の体系で整理 

４ 「県行政参画・協働推進

計画」に関する施策（P17） 
・県民の県行政への参画と協働を推進するための主な施策を「県

行政参画・協働推進計画」の体系で整理 

５ 参画と協働の推進に向

けて（P26） 
・参画と協働を総合的に推進していくための職員意識の醸成や推

進体制の整備に関する主な施策 

参考－重点施策の概要と参

画・協働の手法（P28） 
・重点施策の参画と協働の手法や具体的な運用を示すフロー図 

 

平成19年度「参画と協働関連施策の展開方針（施策体系）」（案）の概要 

２ 重点施策 （P2） 
県民の参画と協働の取り組みをより確かなものとするため、平成 19 年度は下記の事業に

重点的に取り組みます。 

・ 拡県民交流広場事業の推進（県民政策部） 

・ 新地域ＳＮＳ活用実証実験事業（県民政策部） 

・ 新団塊世代地域づくり活動支援事業（県民政策部） 

・ ひょうご安全の日のつどい推進事業（企画管理部） 

・ 拡ひょうごの環境学習の総合的推進（健康生活部） 

・ ふるさとの森公園の運営（産業労働部） 

・ 拡食品品質表示の啓発及び指導（農林水産部） 

・ 県民等とのパートナーシップによる維持管理（県土整備部） 

・ 新明舞団地再生推進事業（県土整備部） 

・ 企業庁経営評価の実施と評価結果の公表（企業庁） 

・ 「いきいき学校」応援事業の実施（教育委員会） 

・ 新まちごとまるあらい美化推進事業（神戸県民局） 

・ 「尼崎２１世紀の森」の推進（阪神南県民局） 

・ 拡阪神北里山博物館推進事業（阪神北県民局） 

・ 拡「いなみ野ため池ミュージアム」を核とした新たなる水辺の地域づくり（東播磨県民局） 

・ 新都市と農山村の交流促進事業～都市部への情報発信～（北播磨県民局） 

・ 拡「銀の馬車道」プロジェクトの推進（中播磨県民局） 

・ 西播磨「水と緑の郷づくり」構想の推進（西播磨県民局） 

・ 拡コウノトリと共生する地域づくりの推進（但馬県民局） 

・ 新住民参画による企業の森づくり事業（丹波県民局） 

・ 拡あわじ菜の花エコプロジェクト推進事業（淡路県民局） 

３ 「地域づくり活動支援指針」に関する施策 （P5） 
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多様な情報を使いやすく提供
します（P5） 

地域に潜在する多様な人材の
参画・協働を進めます（P7） 

実践活動につながる学習機会
を充実します（P8） 

・地域づくり活動情報システム（コラボネット）の運用  

・新のじぎくボランタリーネット（仮称）の創設 等 

県行政の評価・検証への県民
参画を進めます（P18） 
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５ 参画と協働の推進に向けて （P26） 

         

 

職員意識を醸成します（P26） 

市町との連携を深めながら、全庁が一体
となった推進体制を整備します（P26） 

・ひょうごボランタリー基金による各種助成制度  

・コミュニティ・ビジネス創出・育成支援事業 等 

・空き店舗活用支援事業  

・新多自然居住基盤整備事業 等 

・ボランタリー活動資源マッチングシステムの運営 

・拡森のまちづくりネットワーク推進事業 等 

・拡子育て応援ネットの推進  

・新「ピピンねっと」地域団体支援事業 等 

・中間支援活動助成       

・災害救援ボランティア活動支援システムの充実事業 等 

・地域生活創造情報プラザの設置・運営  

・ひょうごボランタリープラザの運営 等 

・新企業の社会貢献活動の促進  

・新ひょうご放課後プラン事業「子ども教室型」の実施 等 

・拡ユニバーサル社会づくり実践出前講座の実施 

・新社会基盤学習の創設 等 

・ＮＰＯ大学推進事業の実施  

・拡たじまエコライフの創造に向けた体験・交流型環境学習の推進 等 
主体的、継続的な活動につなが
るような支援を行います（P9） 

既存施設を活用した身近な活動
の場づくりを支援します（P10） 

自立的な財政基盤の充実を支
援します（P11） 

人や活動をつなぎます（P12） 

地域の取り組みを柔軟に支援
します（P13） 

活動を総合的に支える中間支援機能を
持つ組織・団体を支援します（P15） 

各地域での総合的な支援拠点
機能を充実します（P16） 

①
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県民が主体的に選択できる情
報を迅速に提供します（P17） 

４ 「県行政参画・協働推進計画」に関する施策 （P17） 

         

 

 

        

 

県民の提案を具体的な取り組
みにつなげます（P19） 

審議会などへの県民の参画機
会を拡げます（P20） 

県民の主体性を生かし、多様
な協働を展開します（P21） 

公民協働での取り組みを拡充
します（P23） 

推進員など多様な主体の連携
を支援します（P24） 

・新「ひょうご家庭応援推進協議会（仮称）」による家族の絆を深める取り組みの展開

・新「美しい県土づくり戦略プラン」策定・推進 等 

・附属機関等の委員の公募に関する指針の運用  

・学校評議員制度の推進 等 

・新「美しい県土づくり」パートナー制度の検討 

・拡源流の里の自然環境保全再生事業 等 

・地域づくり活動サポーターの設置 

・企業における両立推進応援事業 等 

・印刷・電波・映像媒体・インターネットによる広報活動 

・新食の安全安心フェアーの開催 等 

・美しい兵庫指標の運用 

・投資事業評価の実施と評価結果の公表 等 

・県民モニターを活用した広報・広聴の推進  

・県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の実効性の高い運用 等

・「参画と協働による施策実施ガイドブック」を活用した県・市町職員への普及・啓発

・地域活動体験研修（仮称） 等 

・みんなの夢会議の開催 

・県民の参画と協働の推進に関する条例の推進 等 

資料１

＜主な事業＞ 

＜主な事業＞ 

＜主な事業＞ 

本編の該当ページをかっこ書きで記載しています。 


